
明示項目
特例管理技術者
の配置

本工事は、建設業法第２６条第３項ただし書の規定（監理技術者（特例監
理技術者）の配置）を適用する。なお、配置を行う場合は、追加特記仕様
書[特例監理技術者等の配置]に示す要件を全て満たさなければならない。
（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）

「快適トイレ設置工事」に係る特記仕様書　令和7年7月1日を適用（三重県
HP「三重県の公共事業情報」を参照）

「公共建築工事週休２日制試行要領　土日完全週休２日制試行工事（発注
者指定型（月単位））」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業
情報」を参照）

「公共建築工事週休２日制試行要領　月２回土日完全週休２日制試行工事
（受注者希望型（通期））」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共
事業情報」を参照）

「ウィークリースタンス実施要領（令和6年4月）」の対象工事とする（三
重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）

「営繕工事に係る情報共有システムの試行に関する特記仕様書」　令和6年
4月を適用（三重県県土整備部営繕課HPを参照）

暴力団員等による不当介入（紀北町公共工事等暴力団等排除措置要綱第２
条第１項第11号）を受けた場合の措置について
（1）受注者は暴力団員等（紀北町公共工事等暴力団等排除措置要綱第２条
第１項第8～10号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否
するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を
行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
（2）(1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力
を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必
ず文書で行うこと。
（3）受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生
じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

三重県は「建設工事等の受注者への不当要求等防止対策要綱」及び「三重
県建設工事等不当要求等防止協議会規約」（三重県HP「三重県の公共事業
情報」を参照）に基づき、建設工事等の受注者への不当要求等防止に取り
組んでいます。
受注者又は下請負人等が不当要求等を受けた場合は、受注者から［※役職
名記入］（不当要求等防止責任者）に報告様式〔三重県HP「三重県の公共
事業情報」を参照〕により、その事実を報告すること。また、受注者又は
下請負人等に対する不当要求等の疑いがある行為について相談したい場合
は、［※役職名記入］（不当要求等防止責任者）に躊躇なく相談するこ
と。

本工事は、建設キャリアアップシステム活用モデル工事であり、詳細は
「建設キャリアアップシステム活用モデル工事実施要領」及び「追加特記
仕様書」（三重県HP「三重県の公共事業情報」）を参照すること。

「建設現場における遠隔臨場の試行に関する特記仕様書」令和4年7月（三
重県県土整備部）を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）

「建設工事請負契約書第26条第5項（単品スライド条項）にかかる特記仕様
書」を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

明示事項（条件及び内容）

特記仕様書（追加）

適用条件


